
21

高
齢
者
の
増
加
に
と
も
な
い
、
介

護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用

も
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
費
用
を
算
出
し
、
平
成
21
年
度

か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
、
65
歳
以
上

の
人
の
所
得
に
応
じ
た
介
護
保
険
料

が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
提
供
し
て
い
く

た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

介
護
報
酬
改
訂
に
と
も
な
う
保
険
料

上
昇
分
の
軽
減

介
護
従
事
者
の
処
遇
を
改
善
す
る

た
め
に
、
介
護
報
酬
が
改
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
分
が
介
護
保
険
料
に
反

映
さ
れ
ま
す
が
、
介
護
保
険
料
の
急

激
な
上
昇
を
抑
え
る
た
め
に
、
平
成

21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
の
介
護
保

険
料
の
上
昇
分
の
う
ち
介
護
報
酬
改

定
分
に
と
も
な
う
増
加
分
に
つ
い
て

は
国
が
一
部
を
負
担
し
、
被
保
険
者

の
負
担
を
軽
減

し
ま
す
。

※
５
月
頃
に

「
高
齢
者
保
健

福
祉
計
画
お
よ

び
第
４
期
介
護

保
険
事
業
計
画

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

版
」
を
配
布
予

定
で
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉

課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１

１
（
内
線
１
５

２
）

福

祉

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

平
成
　
年
度
か
ら
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

災

害

備
え
を
お
願
い
し
ま
す

吉
岡
町（
利
根
川
）洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
配
布

町
で
は
、
県
が
公
表
し
て
い
る
利

根
川
浸
水
想
定
区
域
図
を
基
に
「
吉

岡
町
（
利
根
川
）
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
マ

ッ
プ
（
Ａ
３
両
面
刷
り
折
り
込
み
）

に
は
、
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
範
囲
や

程
度
な
ら
び
に
避
難
所
、

気
象
防
災
情
報
お
よ
び
災

害
時
の
心
が
け
な
ど
を
記

載
し
て
あ
り
、
今
回
「
広

報
よ
し
お
か
」
４
月
号
と

あ
わ
せ
て
各
世
帯
に
配
布

し
ま
す
。

大
雨
の
際
に
は
町
か
ら

避
難
勧
告
や
避
難
指
示
が

出
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
に
よ
り
利
根
川
付
近
の
状
況

を
確
認
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備

え
て
避
難
所
ま
で
の
経
路
を
想
定
し

て
お
く
な
ど
、
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

４
月
か
ら
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

の
対
象
品
目
に
、
液
晶
式
・
プ
ラ
ズ

マ
式
テ
レ
ビ
、
衣
類
乾
燥
機
が
追
加

さ
れ
ま
し
た
。

３
月
末
ま
で
、
液
晶
テ
レ
ビ
・
プ

ラ
ズ
マ
テ
レ
ビ
、
衣
類
乾
燥
機
は
粗

大
ゴ
ミ
と
し
て
町
が
収
集
し
て
い
ま

し
た
が
、
４
月
以
降
は
収
集
対
象
か

ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。

今
後
、
こ
れ
ら
を
排
出
す
る
場
合

は
、
販
売
店
ま
た
は
家
電
回
収
協
力

店
に
収
集
を
依
頼
す
る
か
、
メ
ー
カ

ー
が
指
定
す
る
指
定
取
引
場
所
ま
で

直
接
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
生

活
環
境
室
　
牲
54
・
３
１
１
１(

内

線
１
４
４)

ご

み

４
月
か
ら

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
対
象
品
目
が
追
加
さ
れ
ま
し
た

９ 2009.４



102009.４

納

税

町
税
や
上
下
水
道
の
使
用
料
金
な
ど

納
税
通
知
書
の
記
載
が
変
わ
り
ま
す

町
税
や
上
下
水
道
の
使
用
料
金
な

ど
は
、
原
則
と
し
て
12
月
を
除
き
月

末
が
納
付
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
月
末
が
土
・
日
曜
日
、
祝
日
な

ど
の
閉
庁
日
の
場
合
は
、
翌
月
の
平

日
開
庁
日
が
納
付
期
限
と
な
り
、
同

月
の
納
付
期
限
が
２
回
に
な
る
た

め
、
ど
の
期
別
の
分
を
納
付
す
る
の

か
わ
か
り
づ
ら
い
と
い
う
ご
指
摘
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
平
成
21
年
度
分

よ
り
支
払
月
を
納
税
通
知
書
に
記
載

す
る
よ
う
変
更
し
ま
し
た
。

（
例
）
５
月
支
払
い
分
（
第
２
期
）

の
原
則
の
納
付
期
限
５
月
31
日
が
日

曜
日
の
場
合
。→

６
月
１
日
が
納
付

期
限
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
記

載
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
る
「
○

月
分
」
の
表
示
は
、
支
払
月
を
意
味

し
て
い
ま
す
。

※
軽
自
動
車
税
は
納
付
期
限
が
年
１

回
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
記

載
と
な
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
場
合
は
、
納
付
期
限

の
日
が
振
替
日
と
な
り
ま
す
。

納
税
に
は
役
場
会
計
課
お
よ
び
収

納
金
融
機
関
〔
群
馬
銀
行
・
北
群
渋

川
農
協
・
東
和
銀
行
・
し
の
の
め
信

用
金
庫
・
北
群
馬
信
用
金
庫
・
か
み

つ
け
信
用
組
合
の
各
本
支
店
〕
に
納

税
通
知
書
を
持
参
の
う
え
納
入
し
て

く
だ
さ
い
。〔
し
の
の
め
信
用
金
庫

総
社
吉
岡
支
店
（
吉
岡
町
大
久
保
の

フ
レ
ッ
セ
イ
吉
岡
店
内
）
で
は
、
通

常
日
の
他
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
も

午
後
５
時
ま
で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。〕

内
容
な
ど
の
お
問
合
せ
は
、
各
税

目
・
料
金
の
担
当
課
ま
で
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
合
せ
先

吉
岡
町
役
場

牲
54
・
３
１
１
１
（
代
）

国
や
県
か
ら
の
委
託
に
よ
り
実
施

す
る
各
種
統
計
調
査
に
従
事
す
る
統

計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
職
務
内
容

町
内
の
調
査
対
象
世

帯
や
事
業
所
な
ど
へ
出
向
き
調
査
内

容
を
説
明
し
、
調
査
票
を
配
布
し
て

記
入
を
依
頼
。
後
日
調
査
票
を
回
収

し
、
調
査
票
の
検
査
と
調
査
書
類
を

作
成
す
る
。

▼
募
集
人
員

10
人

▼
時
期

７
月
・
10
月
・
12
月
（
４

〜
６
週
間
）

▼
時
間

指
定
さ
れ
た
期
間
内
で
、

原
則
日
中
の
都
合
が
つ
く
時
間

▼
待
遇

報
酬
を
支
給
（
県
補
助
金

の
範
囲
内
）

▼
応
募
資
格

町
内
に
居
住
し
、
調

査
活
動
に
専
念
で
き
る
健
康
な
人
。

調
査
員
と
し
て
仕
事
上
、
不
適
当
と

思
わ
れ
る
職
業
ま
た
は
経
歴
を
有
し

な
い
人
（
警
察
、
選
挙
、
税
務
事
務
、

興
信
所
な
ど
に
直
接
関
係
の
な
い

人
）

▼
申
込
方
法

総
務
政
策
課
に
あ
る

申
込
書
に
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
総
務
政
策
課

政
策
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
２
７
）

募

集

各
種
統
計
調
査

統
計
調
査
員
を
募
集


